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■ 申請用紙を記入する際の注意事項 
 

① 書類は全て黒色のペン（フリクション等消えるものは不可）で記入すること。 

② 訂正が必要な場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上に責任者印を押して訂正 

すること。 

（修正液、修正テープ等の使用は不可） 
 

 

 

 

 

 

〇 通常期 

  平 日 ９：００～１９：００（月、火、木、金） 

      ９：００～１８：００（水） 

  土曜日 ９：００～１７：００   ※ 日曜日・祝日は閉室 

  ※２月、３月は９：００～１７：００ 

 

〇 夏期休業期間（８月１日～９月２０日） 

  平 日 ９：００～１７：００   ※ 土曜日・日曜日・祝日は閉室 

※８月１１日～８月２０日は閉室 

 

〇 冬期休業期間（１２月２６日～１月６日）は閉室 

 

試験及び入試等により、閉室日、閉室時間を変更することがあるので、学生生活支援

グループにて確認すること。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

はじめに 

学生生活支援グループ 申請用紙提出受付時間について 
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 文化会、学術研究会、単独パート（文化）に対し、各団体の更なる振興を目指し、必要備

品及び主となる事業に対して援助することを目的に支給する活動費のことです。 

 

 

 

『振興費支出願』 

※ 用紙については、学生生活支援グループ窓口及び学生生活支援グループのＨＰからダ

ウンロード可能です 

 

 
 
○ 原則として、「主となる事業」もしくは、「年間活動費（必要備品等）」としての申請が

可能です。 

※ 上記内容で申請ができない場合は、学生生活支援グループに早急に相談してくださ

い。申告がない場合は、振興費の支出ができない可能性があります。 

 

 

 

１ 顧問に振興費の金額を確認してください。 

２ 『振興費支出願』に必要事項を記入し、顧問の承認印及び本部の公印を押印のうえ、 

事業日の２週間前（海外の場合は１カ月前）までに学生生活支援グループ窓口に提出し

てください。 

３『振興費支出願』の提出後、２～３週間で指定の振込口座へ入金します。（支払通知書を 

交付します。） 

 

 

 

１ 振興費の申請は当該年度の 12 月末までに行ってください。 

２ 必ず事業開催前（金銭を使用する前）までに提出してください。 

３ 本手続きの際には、『予算書』を『振興費支出願』と併せて提出してください。また、

事業の終了後には、『決算書』を提出する必要があります。 

（『予算書』の作成方法は、P.６ 予算書の提出 を参照してください。） 

（『決算書』の作成方法は、P.８ 決算書の提出 を参照してください。） 

４ 大会・公演等の行事の援助目的で振興費の申請をする場合は、『事業届』・『参加者名

簿』を併せて提出してください。 

５ 活動に関連しないと判断される旅行が目的の合宿や飲食等に係る支出についての申請は原

則として認められません｡ 

６ 交通費は公共交通機関の利用に限ります。（原則レンタカー、自家用車、タクシー等は

不可、事情がある場合は事前に要相談。） 

  （申請可能な費用の詳細は、P.13 を参照してください。） 

７ 振興費を申請する場合は合計金額より、団体負担が多くなければなりません。 

団体負担（個人負担＋部費）＞援助金（振興費） 

 

 

 

１ 大学からの援助に関する手続きについて（振興費） 

振興費とは 

申請可能な活動 

手続手順 

注意事項 

使用様式 
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「振興費支出願」記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧問の氏名・押印 

金額は顧問に確認してください。 
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助成費とは、文化会・学術研究会・単独パート（文化）に対し、各団体の研究や行事が発展する

ために支給する援助金のことです。 

 

 

『願書』 

※ 様式は、学生生活支援グループ窓口もしくはＨＰの各種様式のものを使用ください。 

 
 
 ● 事業ごとに申請が可能です。 

 ● 複数回の申請が可能です。 

 

 
 
１ 助成費による援助を希望する旨の『願書』を①学生センター所長宛 ②校友会会長宛 

③教育後援会会長宛の３部（手書き提出の場合は、コピーによる複製は認めません）

作成してください。 

２ 作成したそれぞれの『願書』に、顧問の承認印並びに本部の公印を押印のうえ、２週

間前（海外の場合は１カ月前）までに学生生活支援グループ窓口に提出してくださ

い。 

３ 大学からの援助金は、２～３週間後に、指定の振込口座に入金します。 

（支払のご案内（支払通知書）を交付します。） 

４ 校友会、教育後援会からの援助金を希望する場合は、『予算書』の所定欄に援助希望額

を記入してください。 

  ※校友会、教育後援会からの援助金は、翌年度にまとめて、指定の振込口座に入金し 

ます。 

※原則、合宿については校友会・教育後援会の援助金を申請できません。 

 

 
 
１ 本手続きの際には、『事業届』・『参加者名簿』・『予算書』を、『願書』と併せて提出し

てください。 

また、行事の終了後には、『決算書』を提出する必要があります。（『予算書』の作成方

法は、P.６ 予算書の提出 を参照してください。） 

（『決算書』の作成方法は、P.８ 決算書の提出 を参照してください。） 

２ 『願書』と併せて提出する『予算書』も①学生センター所長宛 ②校友会会長宛  

③教育後援会会長宛の３部（コピーによる複製は不可）作成してください。 

３ 助成費等の合計金額より、団体負担が多くなければなりません。 

団体負担（個人負担＋部費）＞援助金（助成費） 

  

申請可能な活動 

手続手順 

注意事項 

２ 大学からの援助に関する手続きについて（助成費） 

助成費とは 

使用様式 
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『願書』記入例 

 

 

必要に応じて学生センタ

ー所長、校友会会長、教

育後援会会長宛の願書を

３部作成してください。 

ＣＨＥＣＫ!! 
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振興費や助成費の申請には予算書の提出が必要です。振興費・助成費ともに計画した行

事・事業の２週間前（海外の場合は１カ月前）までに本手続きを完了してください。 

 

 

『予算書』 

※ 様式は、学生生活支援グループ窓口もしくはＨＰの各種様式のものを使用ください。 

 
 

『予算書』に必要事項を記入し、学生生活支援グループ窓口に提出してください。 

 

 

１ 『予算書』の記入の際は、金額は必ず確認し、できる限り正確に記入してください。 

２ 【収入合計金額】と【支出合計金額】を必ず一致させてください。 

３ 金銭収受を伴う行為を行う場合（P.15）にも予算書の提出が必要となります。 

４ 事業終了後、１カ月以内に『決算書』の提出が必要です。 

（『決算書』の作成方法は、P.８ 決算書の提出 を参照してください。） 

５ 決算書の手続きに必要となるため、領収書を必ず取得してください。 

  （領収書については、P．10、11 を参照してください。） 

６ 予算書の費用（内訳）は、詳細が分かるように記入してください。 

 

 

１ 振興費・助成費等の合計金額より、団体負担が多くなければなりません。 

団体負担（個人負担＋部費）＞援助金（振興費・助成費） 

２ 参加者と個人負担の人数が同じになるようにしてください。 

３ 校友会・教育後援会への援助希望額は、大学援助金と同額もしくはそれ以下の金額で

所定欄に記入してください。 

４ なお、援助希望額の上限は学内事業の場合は 1 万円、学外事業の場合は 2 万円で

す。 

 

援助金希望額記入例） 

学外 
総事業費 大学援助金希望額 校友会援助金希望額 教育後援会援助金希望額 

10001 円以上 5000 円 0 円 0 円 

20001 円以上 10000 円 0 円 0 円 

30001 円以上 15000 円 0 円 0 円 

40001 円以上 20000 円 0 円 0 円 

60001 円以上 20000 円 5000 円 5000 円 

80001 円以上 20000 円 10000 円 10000 円 

100001 円以上 20000 円 15000 円 15000 円 

120001 円以上 20000 円 20000 円 20000 円 

学内 
総事業費 大学援助金希望額 校友会援助金希望額 教育後援会援助金希望額 

10001 円以上 5000 円 0 円 0 円 

20001 円以上 10000 円 0 円 0 円 

40001 円以上 10000 円 5000 円 5000 円 

60001 円以上 10000 円 10000 円 10000 円 

３ 予算書の提出 （要決算書提出） 

使用様式 

手続手順 

注意事項 

チェックポイント 
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『予算書』記入例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入合計金額】と【支出合計金額】を必ず一致させてください｡ 

【校友会】と【教育後援会】の援助希望額は大学援助金と同額もしくはそれ以下の金額で記入してください。 

振興費の金額は顧問の先生に確認してください。 

団

体

負

担

は

振

興

費

・

大

学

援

助

金

よ

り

も

多

い

金

額

で

記

入

し

て

く

だ

さ

い 

予算書の支出金額を記入する際は、

見積もりをとるなどして、必ず金額をよ

く下調べしてから記入すること！ 

決算書の金額と大きな乖離がでない

ように作成してください！ 

ＣＨＥＣＫ!! 
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援助金を申請した場合もしくは金銭の収受を伴う事業を実施した場合には、行事・事業の

終了後１カ月以内に『決算書』を提出する必要があります。 

 

 

① 『決算書』、 ②『領収書添付用紙』 

③ 『交通費精算書』（鉄道・路線バスを使用する場合にのみ使用） 

※ ①②③の様式は、活動拠点のキャンパスの窓口に備え付けています。 

 

１ ①『決算書』に必要事項を記入し、顧問の承認印を押印してください。 

※ 支出欄の【費目】については、費目ごとにおける領収書の提出が必要なので、費目

順に領収書ＮＯ.を付け、領収書の区別を明確にしてください。 

２ 領収書（コピー不可）を、領収書ＮＯ.順に②『領収書添付用紙』に添付してくださ

い。（領収書の注意事項は必ず P．10、11 を参照してください。） 

３ 鉄道・路線バスを使用した場合は③『交通費精算書』に経路、同経路を利用した学生

全員の学籍番号・名前を記入してださい。 

４ ①『決算書』と②『領収書添付用紙』（領収書を貼付したもの）、鉄道・路線バスを使

用した場合は③『交通費精算書』（経路等を記入したもの）をセットにして、活動拠点

のキャンパスの窓口に提出してください。 

※ 領収書は、①『決算書』の費目毎にまとめて貼り付けてください。 

 

 

１ 当該事業の終了後、１カ月以内に学生生活支援グループ窓口に提出してください。提

出が大幅に遅れる場合は援助金を返金していただく場合があります。 

※ 年度末の事業については、事業終了後、速やかに提出してください。 

２ ①『決算書』記入時には、【収入合計金額】と【支出合計金額】を、必ず一致させてく

ださい。 

３ 領収書は、必ず本書を添付してください。（コピー不可） 

４ 領収書の添付に際しては、『領収書添付用紙』をはみ出さないサイズのものは折り曲げ

ず、また重ね貼りして表面が見えないようにしないこと。記入例のように平貼りして

ください。 

５ 『決算書』の費目の異なる領収書を同じ 1枚の『領収書添付用紙』に貼付しないでくだ

さい。（費目別に用紙を分けること。） 

６ 領収書内に私用で購入したもの等、決算書に関係のないものを含まないでください。 

７ 領収書日付は当該年度内（4/1～3/31）とすること、当該年度内でないものは事前に相

談すること。 

８ 決算書の費用（内訳）には、購入商品の詳細が分かるように記載してください。 

９ 学術研究会団体の実地調査や、寺社仏閣・美術館などの入館料が費用に含まれている

場合は、活動報告書を任意の様式で作成し、決算書とともにご提出ください。 

10 交通費に関しては、鉄道・路線バスの場合は p12 の『交通費精算書』を用いて申請く

ださい。それ以外の夜行バスや飛行機・船等の交通手段に関しては、領収書をご提出

ください。（『交通費精算書』を用いた場合も、念のため、領収書・レシートを保管し

ておくこと。） 

 ※ 決算書作成時には、P.13、14 大学からの援助金申請の際の注意事項 をよく読み、 

領収書の内容を確認してください。 

 ※ 万が一、虚偽の内容で申請した場合は、振興費や援助金の申請を今後一切認めない等

厳格な対応をさせていただきます。 

４ 決算書の提出 

使用様式 

手続手順 

注意事項 
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『決算書』記入例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【収入合計金額】と【支出合計金額】を必ず一致させてください｡ 

購入商品が分かるように内訳を記載してください。内訳ごとに領収書

を貼っていただき、空欄に領収書ＮＯ.を付記してください。 
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証憑書類添付用紙（領収書用） 
 

 
  

 

 
領収書のチェックポイント 
 

 ① 領収書の日付が当該年度であるか。 

（２０２６年度は２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日迄） 

 ② 領収書の宛名が「関西大学 ○○会 ○○○○部」になっているか。 

   個人宛であっても、必ず「関西大学 ○○会 〇〇〇〇部」の記載が必要です。 

 ③ 但し書き記入してあるか。購入商品の詳細が記入してあるか。 

 ④ ５万円以上の領収書には『収入印紙』が貼ってあるか。 

 ⑤ 領収書は費用（交通費、宿泊費、消耗品など）ごとにまとまっているか。 

 ⑥ 事業と関わりのない領収書が含まれていないか。（飲食代は含めないこと。） 

 

 
 
 
 
 
 
 

折らない！ 

曲げない！ 

異なる費目をまぜて貼らない！ 

内訳表に基づき領収書ＮＯ．を

付記する！ 

（費目ごとに用紙を分けること） 

ＣＨＥＣＫ!! 
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領収書の見本 
 

① 商品を購入した場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 参加費等の支払をした場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2026 年 4 月 25 日 

2026 年 4 月 25 日 

登録番号：T1234567890123 
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交通費精算書の見本 
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振興費・助成費は、皆さんの活動が充実し、より活性化できるように支援している援助金

です。不明瞭な内容や虚偽の報告を行った場合は、援助金が減額または打ち切られる可能性

があります。 

つきましては、以下の注意事項をよく理解して申請してください。 

 

 

 

１ 添付書類 

  ・領収書はＡ４サイズならそのまま添付し、それより小さいものは【証憑書類添付用

紙（領収書用）】に内容が見えるように糊付けし提出してください。 

  ・請求書、明細書、見積書、受領書・納品書・予約確認書等は受け付けられません。 

 

２ 領収書 

・領収書は必ず本書でなければなりません。コピーは不可。 

・領収書には発行会社・日付・社印が必要です。印鑑がない場合は受け付けられませ

ん。 

・発行元が会社ではなく個人の場合は、所属・肩書き・氏名・印鑑または、住所・氏

名（フルネーム）・電話番号・印鑑が必要となります。（Ｐ.11 領収書の見本 参照） 

・領収書の宛名には、団体名が必要です。個人名も付記する場合は、フルネームであ

ることが必要です。なお、空欄・「上様」との記載は不可です。 

・領収書の但し書きが、必ず記入されているか確認してください。 

・５万円以上の領収書には収入印紙が貼られているか確認してください。 

例）１００万円以下で２００円。 

・銀行振込で支払いを行った場合は【振込明細書】が領収書代わりとなりますがその 

場合は、支払い内容の詳細を確認するため請求書等が必要となります。 

 

３ クレジットカード決済 

  ・本人名義のカードのみ有効です。 

  ・【証憑書類添付用紙（領収書用）】の余白に、使用したカードの所有者の学籍番号・

氏名を記入の上ご提出ください。 

  ・他人名義及び保護者名義は不可です。 

  ・購入したことが証明できる領収書やＷＥＢ明細書を添付してください。 

 

４ 交通費 

    ・公共交通機関のみ申請可能です。（グリーン料金、ビジネス料金等は適用されません。） 

  ・鉄道の場合は、定期区間外のみしか認められません。交通費として申請する場合

は、領収書及び交通経路の分かるメモ等での証明が必要です。 

  ・鉄道・路線バスを利用した場合は P.12 の『交通費精算書』を用いて申請ください。

それ以外の夜行バスや飛行機・船等の交通手段に関しては、領収書をご提出くださ

い。 

  ・タクシー、レンタカー、自家用車は原則として認められません。やむを得ない場合

（公的移動手段がない、持ち運び困難な備品等）はタクシーの使用を認めますが、理 

  由・区間を明らかにしてください。 

 

５ 大学からの援助金申請の際の注意事項 

前提として 

注意事項 
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 ５ 金券・商品券・ポイント・キャッシュレス決済等 

   ・金券、商品券・ポイント等での購入及び利用は不可です。 

   ・PayPay 等キャッシュレス決済は認めますが、ポイント使用は一切禁止です。ポイン

トを使用しない設定にする等で対応してください。 

※ 支払金額の一部のみポイントで支払った場合も、その領収書全額が利用不可と 

なりますのでご注意ください。 

 

 ６ 合宿・飲食費等 

・活動に関連しないと判断される旅行等の合宿や飲食等に係る支出についての申請は

認められません。  

・合宿で認められるのは、宿泊費、交通費、活動上必要不可欠な施設の利用費、備品

運搬費、講師謝礼金です。飲食費の申請は認められません。  

・酒類の申請は一切不可です。 

 

７ オークション等 

・オークション等での購入は適正価格が分からないため一切認めません。 

 

８ 謝礼金 

   ・謝礼金が発生する場合は、必ず事前に学生生活支援グループに相談してください。 

   ・決算書提出時、領収書には以下の事項の付記が必要です。 

1) 講師のプロフィール 

2) 指導いただいた日時（指導時間） 

   ・御車料の申請は認められません。 

    講師の交通費を申請する場合は、実費申請（交通機関の領収書を講師に取得しても

らう）の必要があります。 

 

 ９ その他 

   ・私用で購入したもの、決算書の事業と関係ないもの等の申請は一切不可です。 

   ・援助金で購入した物品は個人が持ち帰らず、部室で管理してください。 

   ・支出の判断に迷う場合は必ず事前に学生生活支援グループに相談してください。 

※ 勝手に判断した結果、援助金の支出が認められなかったケースが近年多発していま

す。 
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学内外問わず、届け出た事業に金銭の収受を伴う場合には行事の 2週間前（海外の場合は

１カ月前）までに本手続きを完了しなければなりません。 

 

 
 
『金銭収受を伴う行為の許可願』 

※ 様式は、学生生活支援グループ窓口及び学生生活支援グループＨＰからダウンロード

可能です。 

 

 
 
『金銭収受を伴う行為の許可願』に必要事項を記入し、顧問の承認印を押印のうえ、学生

生活支援グループ窓口へ提出してください。 

※ 文化会・学術研究会本部の公印も必要です。 

 

 

 

１ 金銭収受の許可を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。 

⑴ 当該催物に同種の催物を専業とする者（プロ）が参加していないこと 

⑵ 営利を目的としないこと 

⑶ 当該催物に参加し、又は関係する者が何らかの報酬を受けないこと 

⑷ 主催する団体の責任者が明示されていること 

⑸ 他大学等の団体も参加する場合、その団体の認可権限者の承認を得ていること 

⑹ 学外で行う場合は、当該場所の所轄警察署や管理責任者の認可を受けていること 

２ 本手続きの際には、必ず『事業届』・『参加者名簿』・『予算書』を、『金銭収受を伴う行

為の許可願』と併せて提出してください。 

また、行事の終了後には、『決算書』を提出する必要があります。 

※ 詳細については、各団体に配布している マネージャー必携 を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 金銭収受を伴う行為に関する許可手続き 

使用様式 

手続手順 

注意事項 
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『金銭収受を伴う行為の許可願』記入例 
 

 
 

文化会・学術研究会の本部印が必要 
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大学からの援助（振興費・助成費）については、大学に届け出ている銀行口座に振り込ま

れますが、顧問変更等により口座の変更が必要な場合は、速やかに以下の書式を以て届け

出てください。 

 

 
 
『銀行口座振込依頼書』 

※ 様式は、学生生活支援グループ窓口及び学生生活支援グループＨＰからダウンロード

が可能です。 

 

 
 
『銀行口座振込依頼書』に必要事項を記入し、顧問の承認印を押印のうえ、学生生活支援

グループ窓口に提出してください。 

 

 
 
１ 銀行名、支店名は正式名称を記入してください。 

２ 預金種別は、普通（総合）預金口座に限ります。 

３ クラブ団体名義もしくは顧問名義の口座に限ります。 

 

 

 

『銀行口座振込依頼書』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用様式 

手続手順 

注意事項 

７ 振込口座の変更 


